
20 川環廃政第 636 号

平成 20 年 12 月 22 日

資源集団回収実施団体 各位

川崎市環境局廃棄物政策担当主幹

奨励金交付申請書の提出等について（お知らせ）

師走の候、貴団体におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

日ごろから、資源集団回収事業に御理解と御協力をいただきありがとうございます。

さて、同封いたしました川崎市資源集団回収事業実施団体奨励金交付申請書等につきましては、申

請書記入例等を参考にして平成 20 年後期（7 月～ 12 月）分を 1 月末日までに所管の生活環境事業

所へ御提出ください。

また、要綱改正に伴い各種様式が変更となっておりますが、平成 20 年後期分の申請については、

従来の申請書及び回収伝票を提出してください。

＜送付資料＞

１ 資源集団回収事業実施団体奨励金交付申請について【両面】

参考にして、必要な書類をそろえてください。

２ 川崎市資源集団回収事業実施団体奨励金交付申請書

（pdf ファイル、Excel ファイルのダウンロード）

３ 川崎市資源集団回収事業実施団体奨励金交付申請書記入例（表）

及び川崎市資源集団回収伝票見本（裏）【両面】

実施団体が問屋に直接持込している場合は、問屋発行の計量証明書も併せて添付してください。

４ 川崎市資源集団回収事業登録団体登録変更届（新様式）

（pdf ファイル、Word ファイルのダウンロード）

様式が新しくなっておりますので、登録内容に変更のある団体は同封の変更届を御提出くださ

い。

代表者等の変更により、口座名義等が変更になった場合には通帳の写しを添付してください。

５ 【重要】平成 21 年 1 月からり川崎市資源集団回収伝票」が変更になります。

（pdf ファイル、Excel ファイルのダウンロード）

平成 21 年 1 月回収分から「川崎市資源集団回収伝票」が変更になります。回収業者の方には

市から新伝票を送付してありますので、1 月以降は新伝票を回収業者からお受け取りください。

また、直接問屋へ持込をしている団体はお手数ですが生活環境事業所で新伝票を受領ください。

（廃棄物政策担当 戸井田・熊切担当）

電話 200 － 2579

FAX 200 － 3923

E － mail 30haise ＠ city.kawasaki.jp

http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/shigenkaisyu.file/dantai-4.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/shigenkaisyu.file/dantai-4.xls
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/shigenkaisyu.file/dantai-2.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/shigenkaisyu.file/dantai-2.doc
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/shigenkaisyu.file/gyousya-5.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/shigenkaisyu.file/gyousya-5.xls













